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緊急案件の場合

学会発表等で緊急の出願を要する場合については、可能な限

り対応しますので、ご連絡ください。なお、通常発明届提出か

ら出願まで 2 カ月程度を要します。

＜対応策＞

① 書面審議（※注１ 緊急案件）

② 出願費用等を共同出願人が全額負担する場合、発明審

査検討部会で検討した後出願、その後、発明審査委員会

で帰属等を決定（※注２ 緊急案件）
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